
                       

 
 

知事コメント  

 

司法の判断について、県はコメントする立場にない。 

 

国や事業者は、引き続き、原子力発電所の安全性や必要

性について、国民・県民の理解を深める必要がある。 

 

県としては、今後とも、安全の確保を最優先に対応して

いく。 

令和８年５月２８日 
 ・大飯３・４号機の大阪高裁 

判決について 

 


